
第２次浅口市総合計画後期基本計画　策定体制

第2次浅口市

総合計画

市

報告指示

（１）

総合計画審議会
【市民代表、産官金学等の有識者】

・第2次総合計画に関する事項につ

いての調査、方向性や具体案の検討

（４）市民

諮問

報告

答申

意見

アンケート

パブリックコメント等

（３）

市議会

・第2次総合計画（後期基本計画）の

審議・議決

プロジェクトチーム

（２）

行政経営会議

【市長、副市長、教育長、幹部職員】

・第2次総合計画案（後期基本計画）の

作成

各部課

報告

提案

意見

議決

事務局

（企画財政部秘書政策課）

資料３


